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本ヒアリングの目的

• 産業保健サービスが届いていない（又は）低調な中小企業において、
どのような課題があり、中小企業の産業保健活動を有効に機能させ
るためには、どのような取り組みが必要か

産業医科大学からの推薦という立場
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https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/kenko_iryo/kenko_toshi/pdf/007_s02_00.pdf

第7回 健康投資ワーキンググループ 参考資料２
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自己紹介
• 2001年産業医科大学卒業、産業医科大学産業生態科学研究所産業保健
経済学研究室、福岡徳洲会病院・臨床研修医、一般財団法人京都工場保
健会・産業医、エクソンモービル有限会社・専属産業医、京セラ株式会社滋
賀蒲生工場・専属産業医、2013年8月北里大学医学部公衆衛生学単位
（相模原地域産業保健センター登録産業医）、2018年4月北里大学病院トー
タルサポートセンター非常勤医師、2020年7月から現職

• 社会医学系指導医、日本産業衛生学会指導医

• 2008年経営学修士（大阪府立大学大学院）、2013年医学博士（信州大学
大学院）

• 2017年日本医師会ハーバード武見国際保健プログラム修了
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労働安全衛生法

（目的）

第一条 この法律は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）と

相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制

の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する

総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全

と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを

目的とする。

労働者保護
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労働安全衛生法

（事業者等の責務）

• 第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を

守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における

労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が

実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

• ２ 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製

造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの

物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労

働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

• ３ 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等に

ついて、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないよう

に配慮しなければならない。
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労働安全衛生法

第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健
康管理その他の厚生労働省令で定める事項（以下「労働者の健康管理等」という。）を行わせなければならない。

２ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

３ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

４ 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康
管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

５ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

６ 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又
は安全衛生委員会に報告しなければならない。

第十三条の二 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その
他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

２ 前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第
四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。

第十三条の三 事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者
が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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労働安全衛生規則

（産業医等）

第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健
康管理その他の厚生労働省令で定める事項（以下「労働者の健康管理等」という。）を行わせなければならない。

２ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

３ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

４ 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康
管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

５ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

６ 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又
は安全衛生委員会に報告しなければならない。

第十三条の二 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その
他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

２ 前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第
四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。

第十三条の三 事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者
が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

労働安全衛生規則
（産業医及び産業歯科医の職務等）
第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施
並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の
健康を保持するための措置に関すること。
四 作業環境の維持管理に関すること。
五 作業の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
八 衛生教育に関すること。
九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
２ 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等（以下「労働者の健康管理等」という。）を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣
の指定する者（法人に限る。）が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修め
て卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師（常時勤務する者に限る。）の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
３ 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
４ 事業者は、産業医が法第十三条第五項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他
不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
５ 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組
織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
６ 前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康
障害（歯又はその支持組織に関するものに限る。）を防止するため必要な事項を勧告することができる。
７ 産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

総括管理労働衛生教育健康管理作業環境管理作業管理
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労働安全衛生規則
（産業医の定期巡視）

第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回（産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であ
つて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回）作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると
きは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果

二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会
又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

（産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等）

第十五条の二 法第十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健
師とする。

２ 事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等
の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第十九条の三に規定す
る援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。

３ 第十四条の二第一項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報につ
いて、第十四条の二第二項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の規定による情報の提供につい
て、それぞれ準用する。

（国の援助）

第十九条の三 国は、第十三条の二第一項の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情
報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
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労働安全衛生法
（体育活動等についての便宜供与等）

• 第七十条 事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその
他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

（健康の保持増進のための指針の公表等）

• 第七十条の二 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切か
つ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

• ２ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

（健康診査等指針との調和）

• 第七十条の三 第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の厚生労働省令及び前
条第一項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

（国の援助）

• 第七十一条 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境
測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の
確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。

• ２ 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

THP
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※1：労働力調査（基本集計）2022年8月分結果の概要 ※2：統計トピックスNo.132 統計からみた我が国の高齢者
※3：「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和3年10月末現在）※4：令和3年 障害者雇用状況の集計結果

多様化（モザイク化）する職場

多様な雇用形態
正規 3,589万人 非正規 2,121万人※1

65歳以上労働者 906万人（就業率25.1％）※2

女性の活躍の場の拡大
女性管理職の増加

外国人労働者数の増加：1,727,221人（前年比0.2%増）※3
専門的・技術的分野の外国人労働者の増加

障害者雇用の推進
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雇用障害者数は59万7,786.0人、対前年
3.4％（１万9,494人）増加※4

脆弱な立場の労働者の増加



セイフティネットとしての産業保健

セイフティネットとしての産業保健

経営上の合理的な判断が、脆弱
な立場にある労働者により大き
な影響を及ぼす可能性

経営と産業保健の適切な「綱引
き」が必要ではないか
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ダブルワーク：副業・兼業

一つの仕事では収入が賄えないから副業をしている

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000660780.pdf副業・兼業に関する労働者調査
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ひとり親世帯

• 低い世帯収入
• 非正規雇用で、比較的高いスキルを求められない仕事
（販売、サービス、清掃等）

⇒産業保健サービスが届きにくい
• 心身の健康上、脆弱な親が多い

平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果 14/26



中小事業場における労働災害発生状況

１．事業場規模別労働災害発生状況

～９人, 

25,852

10～29人, 

37,982

30～49人, 

22,109

50～99人, 

22,511

100～299人, 

26,068

300人～, 

15,396

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～９人 10～29人 30～49人 50～99人 100～299人 300人～

中小事業場（50人未満）

労働災害全体のうち、50人未満の労働者を雇用する中小事業
場は57.3％を占める。

２．中小事業場における業種別労働災害発生状況

製造業, 

14,572, 

17%

建設業, 

14,977, 

17%

運輸交通業, 

9,692, 11%
商業, 

13,765, 

16%

保健衛生業, 

12,478, 

15%

接客娯楽, 

6,081, 7%

その他, 

14,378, 

17%

製造業 建設業 運輸交通業 商業 保健衛生業 接客娯楽 その他

労働災害全体のうち、対人サービスを伴う業種は４割を超える。

（17.2％） （25.3％） 14.7％） （15.0％） （17.4％） （10.3％）

15/26



自殺者の推移（勤務問題を原因・動機の一つとするもの）

令和4年版過労死防止対策白書
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過労死・過労自殺の状況

令和4年版過労死防止対策白書
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労働者の心の健康の保持増進のための指針

• 小規模事業場においては、８に掲げるとおり、必要に応じて産業保健
総合支援センターの地域窓口（地域産業保健センター）等の事業場
外資源を活用することが有効である。

地域職域連携協議会の活用

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/1007366/1013526.html

例）相模原市保健所の取り組み
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地域窓口（地域産業保健センター）の役割
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意見聴取の実際

労働基準監督署から、健康診断結果の確認が不十
分との指摘を受けて、地域窓口に依頼が来るケース
が多い。

健康診断結果のフォローが十分にできていない

事業場を訪問し、職場巡視を行ってから、要面談者
に対して面談を行い、産業医としての指導を行って
いる。

• 登録産業医の多くは医師会の先生方であり、地
域窓口の責任者は、地域医師会長が担っている。

• 地域窓口の活動はコーディネーターの活動度に依
存している。コーディネーターが保健師の場合に
はより活動度が高い印象

事業場訪問（職場
巡視）が重要
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産業医科大学が提供する研修事業

医学部（6年間248時間）・産業保健学部において産業医学に関する
教育機会を提供

産業医学教育を受けた特色ある
卒業生を養成 21/26



今後の産業保健のあり方に関する論点

脆弱な立場の労働者は増加していることから、
労働者保護の点により留意すべきではないか

１ 多様化するニーズに対応した産業保健の位置づけについて

２ 取組を推進すべき産業保健活動について
生産性向上やプレゼンティーズム防止の視点が強調
されると取り残される労働者が生じ得るため労働者
保護が基本である労働安全衛生法の目的に含める
ことに懸念がある

３ 産業保健の実施体制・担い手について

産業医活動の基本は5（3）管理であり、作業環境管
理、作業管理があったうえでの健康管理である
民間企業の参入により、資金力がない事業者の
産業保健活動がさらに停滞をするのではないか 22/26



今後の産業保健のあり方に関する論点

３ 産業保健の実施体制・担い手について
産業保健分野で働く保健師、看護師の育成につい
ては、本学の産業保健学部を活用できる
事業者が保険料を100％負担する労働保険と事業
者と労働者が保険料を50％ずつ負担する健康保険
の活動が混在するとそれぞれの保険の目的が不明
確になるのではないか
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今後の産業保健のあり方に関する論点

４ 産業保健を担う者の資質向上について

産業医大として日医の全国医師会産業医部会連絡
協議会が行う産業医の資質向上の取り組みに協力
していく

５ 中小企業における産業保健活動について

地域産業保健センター、産業保健総合支援セン
ターの活動をさらに充実させるべきではないか
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今後の産業保健のあり方に関する論点

６ 生産性向上効果について

健康経営や、生産性向上、プレゼンティーズム防止の
視点が強調されると取り残される労働者が生じ得る
ため、労働者保護が基本である労働安全衛生法に
含めることに懸念がある
個別の事業者の判断、対応に任せるべきではないか

７ IT技術の活用促進について

科研費、AMED研究、厚生労働科学研究等を通じて、
本学においても、産業保健分野におけるIT技術の活
用の促進に資する研究に積極的に取り組んでいく
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